
輸出先国 HP.の輸入検疫条件閲覧方法  

諸外国に植物を輸出する際には輸出先国が定める輸入検疫条件に従う必要があります。当資料に従っ

て操作し輸出先国の輸入検疫条件を確認してください。 

 

１．香港特別行政区政府農業水産保護局ホームページ 

「Agriculture, Fisheries and Conservation Department Agriculture, The Government of the 

Hong Kong Special Administrative Region」を開きます。 

https://www.afcd.gov.hk/english/index.html 

 

２． 画面上のリストから「Inspection & Quarantine」(検査と検疫)をクリックします。 

 
 

３．「About Inspection and Quarantine」(検査・検疫について)が開きます。左のリストから

「Plant Quarantine」(植物検疫)をクリックします。 

 

 

ライセンスとサービス 農業 国と海洋公園 水産 保全 検査と検疫 

同省は、関連する法律を施行し、動物の福祉を守り、動植物の病気をコントロールするための技術サービスを提供しています。 業務には以下のものが含まれます。 

・動物の病気の発生の調査とコントロール 

・畜産場の検査 

検査・検疫について 

・地元の食用動物農場における抗菌薬耐性のリスクの管理 

・動物の病気や食用動物の残留薬物を検出するための獣医学診断サポートおよび監視サービスの提供 

・動植物およびその製品の輸入の規制 

・動植物およびその製品の輸出の認証 

・農薬の登録と販売の管理と規制 
植物検疫 

https://www.afcd.gov.hk/english/index.html


３． 「Plant Quarantine」(植物検疫)をクリックします。 

 

 

４． 「Import and Export of Plant」(植物の輸出入)をクリックします。 

 

 

 

５． 「import of plants」(植物の輸入)又は「scheduled species」(スケジュールした種)をクリ

ックします。 

 

 

 

 

リーフレット 輸入管理入門（PDF ファイル形式） 

リーフレット 植物害虫の輸入管理入門（PDF ファイル形

式） 

申請書とガイドラインのダウンロード 

香港の昆虫チェックリスト 

植物検疫 

植物検疫要件は、農水産保護局が管理する植物（輸入および害虫駆除）条例

（第 207 号）に基づいて定められています。 すべての理念と手順は、アジア太平洋地域の植物保護協定および国際植物保護条約に基づいています。 

この条例によれば、植物には、木材、樹木、低木、葉、根、花、果実、塊茎、球根、球茎、

株、挿し木、層、スリップ、吸盤、種子、および用途の有無にかかわらず、植物のあらゆる部分が含まれます。 成長、植え付け、または繁殖、あるいはそこからさらなる

植物が成長、植え付け、または繁殖すること。 

植物を輸入するには、農業水産保護局が発行する植物輸入許可証 (PIL) と原産国の管轄当局が発行する有効な植物検疫証明書

が必要です。 条例に基づいて指定された予定種を除き、種子に有効な植物検疫証明書が添付されている場合、種子の輸入に植

物輸入許可は必要ありません。 

輸入 

特別な連絡 

植物の輸出入 

木製梱包材 

植物の輸出/再輸出の場合、輸入される植物または植栽材料の積荷には、輸出/再輸出地が発行した植物検疫証明書/再輸出用植物検疫証明書を添付しなければならないことが国際要件と

なっています。 積荷には病気や害虫が実質的に含まれていないことが確認され、および/または輸入地の現在の植物検疫規制に準拠していることを表明します。 これを考慮して、農水

産保護局は、植物検疫証明書/再輸出用植物検疫証明書の発行サービスを必要とする輸出業者に提供しています。 

輸出 



６． 「Plant (Importation and Pest Control) Ordinance, Cap.」をクリックすると、植物(輸

入、害虫コントロール)条例が開き、輸入禁止品、輸入制限植物などの輸入検疫条件が確認で

きます。 

「Plant Import Licence」をクリックすると、植物輸入許可の情報が確認できます。 

  「Protection of Endangered Species of Animals and Plants Ordinance」をクリックする

と、絶滅のおそれのある動植物の種の保護に関する条例を確認できます。 

 

 

 

※当資料は 2023年５月の情報を基に作成しており、現在の掲載内容と異なる場合があります。 

植物（輸入および害虫コントロール）条例のセクション 4 Cap. 207 によ

り、香港に輸入される植物には、農業水産保護局が発行する植物輸入許可証と、原産国の管轄当局が発行する有効な植物検疫証明書が添付されなければなりません。 

以下の場合を除き、いかなる者も第 1 スケジュール Part I に指定されている植物 (ゴム、綿花、ステルキュリア、カカオ、トウモロコシ、茶) を輸入してはならない。 

・植物輸入許可証が付属している 

・有効な植物検疫証明書が添付されている 

・入国後の隔離観察の対象となっている 

・原産国で燻蒸または消毒されている 

以下を除きいかなる者も、第 1 スケジュール Part II に指定されている植物 (パイナップル、柑橘類、サツマイモ、バナナ、綿花、ラッカセイおよび米)を輸入してはならない 

・植物輸入許可証が付属している 

・第 1 スケジュールのパート II に指定された条件および長官によって課された

その他の検疫条件に従って輸入される。 

植物輸入許可証と有効な植物検疫証明書が添付されていない限り、何人もその他の植物を輸入してはならない 

・有効な植物検疫証明書が添付されている 

植物輸入許可証と有効な植物検疫証明書が添付されていない限り、何人も他の植物を輸入してはならない 

以下のものの輸入には、植物輸入許可証や植物検疫証明書は必要ありません 

・消費用の果物と野菜 

・人や動物の消費、または産業用途の穀物、豆類、種子、香辛料 

・切り花 

・木材および籐や竹を含む木材製品 

・乾燥タバコおよび乾燥葉を組み込んだ製品 

・香港以外の中国国内のあらゆる場所で生産および輸入される植物 

農業水産保護局長の許可がない限り、何人も植物の害虫や土壌（土、砂、粘土、泥炭を含む）を輸入してはならない 

香港以外の中国国内のあらゆる場所から輸入される土壌は条例の規制から免除される 

正当な理由なくこの条例に違反した者は、10,000 ドルの罰金および 6 か月の懲役に処されるものとする 

輸入しようとする植物が絶滅のおそれのある動植物の種の保護に関する法律の規制の対象となる場合、申請者は

同規則の規定に従う必要があります 

検査・検疫について 

アフリカ豚コレラ 

動物管理と責任あるペット

の飼い方 

動物衛生 

動物および動物製品の輸出入 

獣医学研究所 

植物検疫 

植物品種の保護 

農薬 

獣医報 

迷い牛・水牛管理計画 

迷い犬トラップ・去勢 

・帰還 (TNR)トライアルプ

ログラム 

獣医師に関する事項 

フォーム 


